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兵庫県告示第740号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医

療を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定医療機関 

名 称 所在地 指定年月日 

オカノ薬局駅東店 明石市東仲ノ町11―30 ＫＴＳビル１Ｆ 平成28年７月１日

共進薬局荻野店 伊丹市荻野６―７―１  同 年６月１日

医療法人社団うちだ歯科医院 加古川市加古川町寺家町51―12  同 年５月１日

訪問看護リハビリステーションケアフリ

ー 
同  市野口町良野1524 アーク平野Ａ―７  同 年６月１日

阪神調剤薬局ニッケパークタウン店 同  市加古川町本町538  同 年７月１日

フタツカ薬局加古川中央市民病院前 同  上 同 

医療法人愛心会東宝塚さとう病院 宝塚市長尾町２―１ 平成28年６月１日

きらり薬局 同 市寿町８―24 同 
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ウエルシア薬局三木青山店 三木市志染町青山６―15―１ 平成28年７月１日

井上医院 養父市浅野368―２  同 年５月１日

ゴダイ薬局氷上本郷店 丹波市氷上町本郷322―５  同 年７月１日

 

 

兵庫県告示第741号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、

次の指定医療機関から廃止の届出があった。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

共進薬局荻野店 伊丹市荻野６―７―１ 

うちだ歯科医院 加古川市加古川町寺家町１―51―２ 

阪神調剤薬局加古川店 同  市東神吉町西井ノ口380―４ 

阪神調剤薬局宝殿店 同  市東神吉町西井ノ口603―１ セレクト２ １階 

東宝塚さとう病院 宝塚市長尾町２―１ 

きらり薬局 同 市中筋９―１―８ 村上マンション１階 

井上医院 養父市浅野368―２ 

神田歯科医院 淡路市浅野南６―１ 

 

 

兵庫県告示第742号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、次の指定医療機関から辞退の届出があった。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

辞退の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

アイビスマキクリニック 明石市小久保２―14―10 

 

 

兵庫県告示第743号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項の規定により、施術を担当する者を次のとおり指定した。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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指定施術者 

施術所名称 所在地 施術者 住 所 指定年月日 

あかい鍼灸接骨

院 

明石市小久保５―16―２ ハ

イム三味西105 
赤 井 健 一 明石市藤江891―145 平成28年６月22日

うえたに鍼灸整

骨院 
伊丹市東野３―33 上 谷 宗 寛 川西市久代５―６―17  同 年４月11日

訪問鍼灸マッサ

ージＳＡＫＵ 
相生市旭３―10―３ 中 濱 康 策 相生市旭３―10―３  同 年６月２日

ひおか接骨院 加古川市加古川町中津578―１ 矢 野 翔 一 
加古川市加古川町中津584―

３ 
 同 年７月１日

あん訪問はりき

ゅう院 
三木市緑が丘町中１―８―35 山 本 裕 太 三木市緑が丘町中１―８―35  同 年６月10日

 

 

兵庫県告示第744号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項の規定により、次の指定施術者から廃止の届出があった。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

廃止の届出があった指定施術者 

施術所名称 所在地 施術者 住 所 

あいおい整骨院 
伊丹市美鈴町１―４―１

セントラル新伊丹102 
太 歳 智 晴 宝塚市ふじが丘４―43 

 

 

兵庫県告示第745号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

神戸市寺谷土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        髙 尾 和 幸      神戸市西区櫨谷町寺谷313番地 

    同         山 口   聡      同 市同区櫨谷町寺谷1026番地 

    同         藤 本 昭 宏      同 市同区櫨谷町寺谷302番地 

    同         髙 尾   淳      同 市同区櫨谷町寺谷888番地の２ 

    同         藤 本 雅 洋      同 市同区櫨谷町寺谷431番地 

   監 事        福 山 忠 夫      同 市同区櫨谷町寺谷1006番地の１ 

    同         増 田 克 己      同 市同区櫨谷町寺谷100番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        髙 尾 和 幸      神戸市西区櫨谷町寺谷313番地 



平成28年８月19日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2825 号 

4 

    同         藤 本 昭 宏      同 市同区櫨谷町寺谷302番地 

    同         髙 尾   淳      同 市同区櫨谷町寺谷888番地の２ 

    同         藤 本 雅 洋      同 市同区櫨谷町寺谷431番地 

    同         藤 本 敏 之      同 市同区櫨谷町寺谷285番地 

   監 事        福 山 忠 夫      同 市同区櫨谷町寺谷1006番地の１ 

    同         福 山 宣 明      同 市同区櫨谷町寺谷1018番地 

見土呂土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岸 本 啓 三      加古川市上荘町見土呂460番地の２ 

   監 事        山 河 茂 孝      同  市上荘町見土呂636番地の１ 

就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        山 河 茂 孝      加古川市上荘町見土呂636番地の１ 

   監 事        大 西 晶 三      同  市上荘町見土呂335番地 

吹土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        小 西 和 弘      篠山市西吹226番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        溝 端   薫      篠山市西吹229番地 

 

兵庫県告示第746号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第16項の規定により、次の土

地改良区の清算人の就任の届出があった。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

新宮土地改良区 

  氏   名         住    所 

 齋明寺 齋 昭    たつの市新宮町千本1223番地１ 

 上 田 孝 蔵    同  市新宮町大屋376番地 

 原 田 輝 明    同  市新宮町市野保445番地 

 八 木 和 則    同  市新宮町觜崎232番地 

 髙 野 茂 樹    同  市新宮町栗町903番地 

  本 正 芳    同  市新宮町福栖135番地 

 藤 田 耕 造    同  市新宮町善定102番地 

井 伊 仁 明    同  市新宮町平野425番地１  

梅 村 八 朗    同  市新宮町芝田425番地２ 

構   健 藏    同  市新宮町馬立87番地４ 

髙 原 一 美    同  市新宮町井野原316番地１ 

松 下   實    同  市新宮町井野原20番地 

井 上   暢    同  市新宮町北村50番地 

石 井   格    同  市新宮町船渡199番地 

八 木 利 正    同  市新宮町觜崎152番地２ 

横 田   博    同  市新宮町觜崎157番地３ 

天 野 政 巳    同  市新宮町佐野11番地 

瀬 良 義 和    同  市新宮町下野田39番地 

谷 本 義 和    同  市新宮町下野田243番地 

小 寺 昭 男    同  市新宮町馬立47番地１ 
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保 田 義 一    同  市新宮町千本1783番地 

阿 曽 辰 美    同  市新宮町大屋181番地 

正 木   進    同  市新宮町段之上382番地２ 

 

兵庫県告示第747号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成28年８月４日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。 

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方

裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

  平成28年８月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村地域防災減災事業 滑下池地区 
平成28年８月19日から 

同 年９月８日まで 
加東市役所 

 

 

兵庫県告示第748号 

 都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第１項の規定により、明石駅前南地区市街地再開発組合の定款

の変更について認可した。 

  平成28年８月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 組合の名称 

  明石駅前南地区市街地再開発組合 

２ 事業施行期間 

  平成24年10月から平成29年３月まで 

３ 施行地区 

  明石市大明石町一丁目、東仲ノ町及び本町一丁目各地区内の一部 

４ 事務所の所在地 

  明石市大明石町一丁目６番13号 

５ 組合設立認可の年月日 

  平成24年９月28日 

６ 定款変更認可の年月日 

  平成28年８月５日 

公 告 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成28年８月19日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る業務の名称 

県税徴収金収納事務 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県企画県民部企画財政局税務課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 



平成28年８月19日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2825 号 

6 

３ 落札者を決定した日 

平成28年７月25日 

４ 落札者の名称及び住所 

株式会社電算システム 岐阜市日置江１丁目58番地 

５ 落札金額 

159,651,888円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成28年６月14日 

 

  大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変

更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成28年８月19日 

              兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 やしろショッピングパーク 

    所在地 加東市社字柿ヶ坪1128―１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称             住所                  代表者の氏名 

やしろ商業開発株式会社    加東市社1126番地の１          田 村   光 

上新電機株式会社       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   中 嶋 克 彦 

３ 変更事項 

(1)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前  

    名称             住所                  代表者の氏名 

やしろ商業開発株式会社    加東市社1126番地の１          冨 村 義 生 

上新電機株式会社       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   中 嶋 克 彦 

  イ 変更後 

    名称             住所                  代表者の氏名 

やしろ商業開発株式会社    加東市社1126番地の１          田 村   光 

上新電機株式会社       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   中 嶋 克 彦 

  (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前  

    名称             住所                  代表者の氏名  

    イオンリテール株式会社    千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１     岡 崎 双 一 

    株式会社クラフトフーズ    東京都板橋区板橋一丁目48番17号     慶 野 弘 美 

    有限会社フラワー森本     加東市社749番地             森 本 正 勝 

    外23者 

  イ 変更後 

    名称             住所                  代表者の氏名  

    イオンリテール株式会社    千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１     岡 崎 双 一 

    株式会社クラフトフーズ    東京都板橋区板橋一丁目48番17号     慶 野 弘 美 

    株式会社ワークプラン     姫路市砥堀76―７             庵 下 啓 貴 

    外22者 
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４ 変更年月日 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   平成28年４月26日 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   平成28年６月１日ほか 

５ 届出年月日 

  平成28年７月26日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  平成28年８月19日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

平成28年12月19日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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